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★県内に飛来する渡り鳥も日に日に増えています！ 

鳥インフルエンザ対策の再徹底を！！ 

ウイルスの侵入を防ぎましょう！ 
  

★飼養衛生管理基準の遵守           

★飼養家きんの異状の早期発見・通報      

★畜舎に出入りする際の手指及び靴の消毒、 

衣服の交換 

★農場に出入りする車両の消毒 

★野鳥・野生動物の侵入防止対策の点検 
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１ 発生月日 12月 5日（日） 

２ 発生農場 千葉県市川市の宮内庁新浜鴨場 

３ 飼養羽数 あひる 約 340羽 

４ 経  過 

（1） 12月 4日、農場から死亡増加、ふらつき 

症状の通報を受け、県が立入検査 

同日、簡易検査で陽性 

（2） 12月 5日、遺伝子検査で高病原性 

鳥インフルエンザの疑似患畜と確認 

異常が認められる場合は、 
速やかに家畜保健衛生所まで連絡を！ 
中央家畜保健衛生所 023-686-4410 

                （休日・夜間共通） 


